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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年9月29日(2016.9.29)

【公開番号】特開2015-198726(P2015-198726A)
【公開日】平成27年11月12日(2015.11.12)
【年通号数】公開・登録公報2015-070
【出願番号】特願2014-78699(P2014-78699)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   1/04     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  23/24     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    1/04     ３７２　
   Ｇ０２Ｂ   23/24     　　　Ｂ
   Ｈ０４Ｎ    5/225    　　　Ｃ
   Ｈ０４Ｎ    5/225    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ    5/225    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月15日(2016.8.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　ところで、特許文献１、２の内視鏡用撮像装置の構成においては、撮像素子が内視鏡先
端部の軸線に対して直交する方向に沿って配置されるため、内視鏡先端部の直径は、固体
撮像素子の縦横のチップサイズをその直径の円内に包含可能にする大きさが必要となる。
そのため、特許文献１、２のような構成を採用しても内視鏡先端部の細径化には限界があ
る。特にＣＭＯＳ型の固体撮像素子は、信号処理回路等の周辺回路の一部をオンチップで
組み込むことができるという利点があり、その分、固体撮像素子が大型化し、内視鏡先端
部の直径も大きくなる。
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